
開催セミナーのご案内 

"ワンストップ相談会 毎週金曜日 ＴＥＬ 0258-36-2685 （要事前予約） 

個人に関すること、経営に関することを各専門家がワンストップでご相談に応じます。" 

 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 齊藤・小宮 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ http://www.3d-m.jp/n_contents/stopform.html からお願いします。

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 

＜税務＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 通信 
第３８２号 ２０１８年２月１５日発行

E-mail pro@3d-m.jp  Web http://www.3d-m.jp/ 

TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820 

利益には で得た 

が課税されます 

①仮想通貨によって個人が利益を得るケースには、主に次のようなものがあります。・仮想通貨の売却保有する仮想通貨を売却（普通通貨に換金）した場合、仮想通貨を売却した時の価額と、取得した時の価額との差額が利益となり、所得税の課税対象となります。・仮想通貨での商品の購入保有する仮想通貨を使用して商品を購入した場合、その使用時点での商品の価額と、仮想通貨の取得時の価額との差額が利益となり、所得税の課税対象となります。

　①近年、ビットコインをはじめとする仮想通貨の運用が世間の注目を集めています。仮想通貨を売却・使用することによって生じる利益には、税金が課税されます。法人が得た利益であれば法人税が課税されます。個人が得た利益は、原則として雑所得に該当し、所得税の確定申告が必要になります（事業所得など、他の所得の起因となる行為に付随して生じる場合を除く）。

　①個人の所得の場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が２０万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。したがって、仮想通貨によって得た利益とその他の所得の合計が２０万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。しかし、年末調整をしなかった保険料控除や、医療費控除を受けるために確定申告をする場合には、たとえ２０万円以下であっても確定申告書に記載しなければならないため、注意が必要です。

http://www.3d-m.jp/n_contents/kome.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/onepoint_2017.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/q-a_houmu.html
http://www.3d-m.jp/n_contents/fmonepoint.html



